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３川総庶第 1594 号 

令和４年２月３日 

教 育 長 様

川 崎 市 長 

令和４年市議会定例会提出議案に係る教育委員会の意見聴取について

（依頼）

 地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）第２９条の

規定に基づき、令和４年に開催される市議会定例会及び臨時会に提出を予定する各議案

について、教育に関する事務の部分における貴委員会の意見を求めます。

（参考） 

 地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）（抄） 

 （教育委員会の意見聴取） 

第２９条 地方公共団体の長は、歳入歳出予算のうち教育に関する事務に係る部分その

他特に教育に関する事務について定める議会の議決を経るべき事件の議案を作成す

る場合においては、教育委員会の意見をきかなければならない。 

（総務企画局総務部庶務課担当）  
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令和４年度川崎市一般会計補正予算について 

教育費補正額  392,813 千円 

■補正の内容

１ 歳入歳出予算補正 

 ◆教育文化会館･市民館社会教育振興事業費 1,728 千円 

  施設整備費 54,976 千円 

教育文化会館、市民館、図書館、分館、その他社会教育施設において、貸室を利

用している市民以外にも利用可能な公衆無線ＬＡＮアクセスポイントを、各フロ

アの踊り場等人が集まる場所に新設又は増設し、それに伴うインターネット接続

料等を計上するもの 

【新設】 ５図書館(川崎・幸・宮前・多摩・麻生) 

    ６分館(大師・田島・日吉・橘・菅生・岡上) 

     ２図書館分館(菅・柿生) 

【増設】 ７市民館（教分・幸・中原・高津・宮前・多摩・麻生)  

     ２図書館(中原・高津) 

     ２社会教育施設(アリーノ・生涯学習プラザ)

  財源内訳： 

   交 付 金  56,704 千円 

＊ 「交付金」は「新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金」 

 ◆図書館 IT 化推進事業費 24,141 千円 

「新しい生活様式」に対応するため、非接触・非来館型の図書館サービスとして

電子書籍を試行的に導入するもの 

  財源内訳： 

   交 付 金  24,141 千円 

 ◆学校給食費公会計化事業費 75,807 千円 

保護者等から徴収した学校給食費徴収金のうち剰余分を、学校給食の安定的な運

営に資するための資金に充てる学校給食運営基金に積み立てるもの 

  財源内訳： 

   一 般 財 源  75,807 千円 
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 ◆学校給食物資購入費 236,161 千円 

物価高騰による保護者負担額の増加抑制を図るため、市立学校の物価高騰分に係

る給食物資購入費を増額するもの 

財源内訳：

   交 付 金  236,161 千円 

２ 債務負担行為補正 

単位：千円 

事 項 
補正前 補正後 

期 間 限 度 額 期 間 限 度 額 

小杉小学校土地借上料 R5～R31 6,706,341 R5～R31 6,743,925 

新川崎地区小学校校舎等取得

事業費 
- - R5～R6 9,979,888 
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